
 

 

  

◎福祉医療費助成制度に係るお知らせ 

こども医療費助成内容の変更について 

令和８年７月1日 から、静岡市のこども医療費の助成内容が変更されます。 

窓口にてマイナ保険証や資格確認書等と併せて、こども医療費受給者証の有効期限・助成 

内容等の確認をお願いします。（ 変更点 赤字で表示 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ １歳とは１歳の誕生月の末日まで。 

※ 中学生年代・高校生年代とは15歳・18歳に達する日以降の最初の３月31日まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  国保連合会だより 

 

   ＮＯ．２０２６－医－３ 

    令和 ８年 ６月１７日 

    静岡県国民健康保険団体連合会 
    〒４２０－８５５８ 

      静岡市葵区春日２丁目４番３４号 

      TEL（０５４）２５３－５５４０ 

https://www.shizukokuhoren.or. jp/ 

① 通院費 

・500円の自己負担額を中学生年代まで無料とする。  

② 休日・夜間等時間外における通院費（急病センターや在宅当番医を除く） 

・現行制度（１歳以上高校生年代まで・・・１回500円の自己負担額と償還払い）を維持する。 

③  入院時食事代 

・入院時食事代の自己負担額を高校生年代まで無料とする。 

・市から助成があるため、患者からは食事標準負担額を徴収しないでください。 

・ただし、こども医療費請求書には、本来患者から徴収すべき金額を食事標準負担額欄に記載してください。 

④  拡充時期 

・令和８年７月診療分から 

【問合わせ先】 

静岡市役所こども未来局こども家庭福祉課 給付係 

054-221-1381 

 

＜静岡市　83220012＞

入院 通院 入院 通院

0～1歳未満 無 無 無 0～1歳未満 無 無 有

　1歳～

　中学生年代
無 無 有

高校生年代 無 500円/毎回 有

変更後

自己負担額
食事助成

1歳～高校生 無 500円/毎回 無

変更前

自己負担額
食事助成

対象年齢 対象年齢



 

 

  

 

◎国保被保険者向けポスターの送付 

   

国保被保険者向けポスターを６月末に送付させていただきます。 

お手数ですが、施設内に掲示をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

国保被保険者向けポスター  

 

担当：事業課 事業振興係 

電話：0 5 4 - 2 5 3 - 5 5 7 6 

 

 


